
 消防指令業務の共同運用について 

  消防指令業務の共同運用とは、複数の消防本部における消防指令業務等を１カ所の消防指
令センターにおいて共同で運用するものであり、次のような効果が期待される。 
 
・ 高機能消防通信指令システムの導入による指令業務の迅速化・的確化 
・ 小規模消防本部においても高機能消防通信指令システム（発信地表示・GPS等）が整備可能 
・ 情報の一元化による迅速な相互応援体制の確立 
・ 施設整備費及び維持管理費の効率化 
・ 指令業務配置職員の効率化による現場配置職員の充実 

 

○防災対策事業 
 国の周波数再編に伴うデジタル化関連事業として、平成２８年度までに完了する高性能消防指令センターで複数
の消防本部が共同で整備するもの又は市町村の広域化に伴い整備するものについて、消防防災施設整備事業の対象
事業とし、有利な地方債（防災対策事業債 充当率９０％〈交付税算入率 元利償還金の５０％〉）を活用できる
こととしている。 

 消防指令業務の共同運用に対する支援策 
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指令センターは災害情報を把握している
ため、Ｄ市消防本部への応援出動指令
がスムーズ。指令前に災害情報も提供

指令センターはＢ市消防本
部の出動車両も把握してい
るため、Ｃ市消防本部への
応援出動指令がスムーズ

消防指令業務の共同運用のイメージ Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５市で共同運用（東三河消防通信指令事務協議会をモデル化）

（ＡＢＣＤＥの5市が高機能な設備を備えたセンター
を一元的に整備。全管轄地域からの119番を受信）

（Ｅ市消防本部の出動計画に基づく）

Ａ市消防本部 Ｂ市消防本部 Ｃ市消防本部

Ｅ市消防本部

Ｄ市消防本部

消防指令センター

Ｅ消防署

Ｂ消防署

Ｃ消防署
Ａ消防署

Ｄ消防署

119番通報

出動

出動

出動

指令センターは共同で運用するが、各消防本部は
それぞれの出動計画に基づいて災害出動する。

出動

（Ａ市消防本部の
出動計画に基づく）

出動

119番通報

119番通報

（Ｂ市消防本部
の出動計画に
基づく）

出動指令

出動指令

大災害
（Ｅ消防本部のみでの
対応不能）

救急

交通事故

救急

Ⅰ Ａ市のみで対応可能な場合 Ⅱ Ｂ市での災害だが、地域的に
Ｃ市で対応したほうが有効な場合

Ⅲ 災害の規模が大きく、Ｅ市のみでは
対応が困難な場合

（応援協定に沿った申し合わせで応援）

119番通報

出動指令
出動指令（応援出動）

出動指令（応援出動）
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別紙１ 

 

指令センターの共同運用から得られる効果 

 

１ 住民サービスの向上における効果 

(1) 平常時における消防・救急活動 

ア ＩＰ電話等に見られる情報通信技術の変革に伴った緊急通報体系の多様

化や住民ニーズの変化などに幅広く対応できること。 

イ 既存の本部単位の運用から、より広域的運用が行われることにより、救急

の集中時や連続火災などへ柔軟な対応ができること。また、市町村境界区域

や地理的に隔離された地域には、近隣都市の消防隊を同時に出動させること

で、迅速な対応が可能となること。さらに、特殊車両、装備資機材、施設等

を共用することで、効率的な運用が可能となること。 

ウ 特定の地域に１１９番通報が集中した場合の受信能力・処理能力が向上し、

的確に対応できること。 

(2) 大規模災害等の活動 

ア 消防部隊の組織的な活動が期待でき、大規模災害や特殊災害などに対し、

精強な消防力で対応できること。 

イ 共同運用を実施した各消防本部は、他都市の災害情報や推移等を覚知から

把握できるようになり、規模の拡大や不測の事態等に迅速に対応できるよう

になること。 

ウ 第３次出動・第４次出動等に至る大規模災害においても、応援部隊を迅速

に投入できること。 

(3) 緊急消防援助隊等の活動 

ア 緊急消防援助隊の受援体制が強化され、派遣先地域における迅速かつ適切

な部隊配置等を図ることができること。 

イ 緊急消防援助隊と県内応援隊の連携、部隊運用の標準化を進めていくこと

によって、活動がさらに円滑化すること。 

２ 行財政上の効果 

(1) 財政上の効果 

ア システムの構築を一本化することで、施設整備費や維持管理費などに要す

る経費の節減につながること。特に、消防救急無線のデジタル化は多額の経

費を要するものであり、単独の消防本部では対応が難しいこと。 
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イ 指令業務の職員の勤務形態を工夫することで、通信員の効率的配置ができ

ること。 

(2) 行政効率上の効果 

ア 通信員が増強されることにより、指令業務と併行した消防団や関係市町村

等との連絡体制が確立されること。 

イ 様式等を統一すれば、統計資料としての広域の災害データを速報的に活用

できるようになること。 

ウ 指令センター勤務を通じて、各消防本部と指令センター間の交流が図れる

こととなり、人材の確保、職員の能力向上、職務意欲の向上などが期待でき

ること。 
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別紙２ 

 

共同運用する施設の整備及び職員の配置方法等について 

 

１ 共同運用する指令センターの整備方式及び整備主体について 

共同の整備に当たっては整備主体及び維持管理を行う体制を決定する必要がある。 

維持管理については、整備主体が整備後も行うことが想定される。整備方式及び

整備主体としては、以下の３つの方法が考えられる。 

 

(1) 事務委託方式 

ア 関係する地方公共団体（以下「団体」という。）の議会の議決を経た協議に

より規約を定め、関係団体の事務の一部を他の団体に委託する方式（地方自

治法（昭和２２年法律第６７号。以下「自治法」という。）第２５２条の１４）。 

イ 具体的には、ブロック内の一つの消防本部にその他の消防本部が施設の整備

及び維持管理に係る業務を委託することが考えられる。この場合、整備の主体

は、委託を受ける消防本部となる。 

ウ 山上基地局を有する県防災行政無線基地局の施設内に消防救急無線を設置

する場合においては、ブロック内の全消防本部が、県に対し、設備の設置や維

持管理を委託することも考えられる。 

 

(2) 共同設置方式 

ア 関係団体において、指令センターを共同で設置・共有して、使用その他必要

な事項を関係団体の合意により定める方式（自治法第２３８条）。 

イ 施設の整備や維持管理については、指令センターが存する団体が主体となる

ことが考えられる。この場合、その他の団体は区域外へ施設を設置することと

なる。 

 

(3) 協議会方式 

ア 関係団体の事務の一部を共同して管理執行するため、議会の議決を経た協議

により規約を定めて設置する方式（自治法第２５２条の２）。 

イ 整備の主体としては、ブロック内の代表消防本部が担うこと等が考えられる。 
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２ 共同運用する指令センターの職員の配置方法について 

指令センターを複数の消防本部により共同で整備し、通信員を配置・共同運用す

るに当たっては以下の３つの方法が考えられる。 

 

(1) 事務委託方式 

ア １(1)アにより委託を受けた団体の職員が対応する。 

イ 委託を受けた後は、その事務についての法令上の管理執行の効果は委託団

体に帰属するが、責任は受託団体に帰属する。反面、委託をした団体は、委

託の範囲内において、委託した事務を管理執行する権限を失う。 

 

(2) 職員の共同設置方式 

ア 関係団体の議会の議決を経た協議により規約を定めて設置する（自治法第

２５２条の７）。 

イ 共同設置する職員が管理執行したことの効果は、それぞれの団体に帰属す

る。 

ウ 共同設置される職員の身分取扱いについては、便宜上、１つの団体の職員

とみなされることとなるが、各団体共通の職員として、すべての団体の事務

を処理することとなる。 

 

(3) 協議会方式（管理執行協議会） 

ア １(3)アにより設置した協議会に派遣された職員が対応する。 

イ 管理執行協議会が関係団体の執行機関の名においてした事務の管理執行は、

それぞれ関係団体の執行機関がしたものとしての効力を有する（自治法第２

５２条の５）。 

ウ 協議会は法人格をもたず、関係団体から派遣された職員がそれぞれの派遣元

の団体の身分を有したまま、その事務を処理する。 

指揮命令系統を一元化させるため、指令管制業務を行う職員に、各団体の

職員の身分を併有させる必要がある。 
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(4) メリット等 

 

方    式 メ リ ッ ト 課 題 等 

１ 事務委託方式 

 

（自治法第２５２条の

１４） 

・事務委託を受けて指令管

制業務を行うことから、指

令管制上の責任の所在は

明確である。 

・指令管制業務を別の団体

が行うこととなり、指揮・

判断の部分のみを他の団

体に委ねることになる。 

２ 職員の共同設置方式 

 

（自治法第２５２条の

７） 

・共同設置される職員は、

すべての団体の職員とし

て事務を処理することか

ら、指揮命令系統の一元化

は確保される。 

・共同設置される職員は、

複数の消防長の指揮下に

おかれる職員であること

から、それにより役割・責

任の所在等が不明確にな

らないよう、留意する必要

がある。 

３ 協議会方式 

 （管理執行協議会） 

 

（自治法第２５２条の

２） 

・協議会が具体的に管理執

行した事項は、最終的には

普通地方公共団体又はそ

の機関が管理し執行した

ものとして効力を有する

（管理執行協議会）。 

・協議会自体は固有の職員

を有せず、関係する団体か

ら派遣された職員がその

事務を処理することにな

る。 

・運用上の対応として、指

令管制業務を行う職員に、

共同運用を行うそれぞれ

の団体の職員の身分を併

有させることと、職務専念

義務免除の手続をとるこ

とが困難である。 

 

8



（参考） 
都道府県内に指令センターが複数設置される場合の例 

 
（例１）海等の地理的障害が存するため地理的な一体性がなく、陸路による消

防隊等の応援ができない場合。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（例２）山脈等の地理的障壁が存し、消防自動車等の通行が不可能であるため、

隣接していても相互に消防隊等の応援ができない場合。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＡＢＣＤ共同設置

Ｅ単独設置 

海等の地理的障害

離島部分 

陸域部分 

山脈等の地理的障壁 

Ｆ単独設置

Ａ市 

Ｂ市 

Ｃ町 

Ｄ村 
Ｅ村 Ｆ村 

Ａ市 

Ｂ市 

Ｃ町 

Ｄ町 

Ｅ市 

Ｆ市 

ＡＢＣ共同設置 ＤＥＦ共同設置 

◎ 

○
○

◎ ◎ 
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消防指令業務の共同運用の実施状況 （実施状況：１３地域（協議会方式１２、委託方式１）） 

都道府県 名称 
管轄人口
（※１） 

消防本部名 運用方式 開始時期 運用状況 

福島県 
会津若松地方及び喜多方地方消防 
通信指令事務協議会 

264,544  

会津若松地方広域市町村圏整備組合 

協議会 平成24年3月1日 

共同運用市の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝
達等の業務を管理、執行。 
基本的には消防本部の管轄ごとに業務を行うが、互いの応援協定区域については、 
管轄外での運用も柔軟に対応している。 喜多方地方広域市町村圏組合 

埼玉県 
熊谷市・行田市消防通信 
指令事務協議会 

291,590  

熊谷市消防本部 

協議会 平成23年10月1日 

共同運用市の区域における災害通報の受信、出動指令及び部隊管制業務を管理、 
執行。 
部隊運用については、各消防本部の管轄区域を守っており、応援協定がある範囲での
み相互の部隊派遣を行っている。 行田市消防本部 

千葉県 
柏市・我孫子市消防通信 
指令事務協議会 

541,426  
柏市消防局 

協議会 平成22年2月16日 
管理・執行事務範囲は、災害通報の受信、出場指令、通信統制、情報伝達等。 
基本運用として、消防組織法第３９条の規定に基づく消防相互応援協定による運用を
行っている。 我孫子市消防本部 

石川県 
金沢市・かほく市・津幡町・内灘町消防 
通信指令事務協議会 

561,171  

金沢市消防局 

協議会 平成20年4月1日 
災害通報の受信、出動指令、関係機関への通報等を管理、執行。 
管轄区域を守り、各市町消防本部それぞれの出動計画に基づいた運用を行っている。 
また応援協定の範囲に限り、相互に部隊派遣を行っている。 

かほく市消防本部 

津幡町消防本部 

内灘町消防本部 

静岡県 

沼津市、三島市、裾野市、長泉町 
及び清水町消防通信指令 
施設運営協議会 

447,075  

沼津市消防本部 

協議会 平成11年4月1日 

管理執行事務範囲としては、119番受信、指令機器による管轄署所の消防隊・救急隊へ
の指令等。 
通常災害は、出場指令から事案終了まで指令センターで対応し、非常時災害は、119受
信対応のみ指令センターで行い、部隊運用については、各消防本部で対応している。 
基本的には消防本部の管轄ごと業務を行うが、「三市二町消防相互応援に関する 
申し合わせ」により管轄外の業務を行う場合がある。 

清水町消防本部 

三島市消防本部 

長泉町消防本部 

裾野市消防本部 

焼津市消防防災局 
（島田市消防本部の委託） 

257,992  

焼津市消防防災局 

委託 平成20年4月1日 

管理執行事務範囲としては、119番受信、指令機器による管轄署所の消防隊・救急隊へ
の指令等。 
出動指示後、現場からの直接依頼、または、委託消防本部からの依頼により、増隊等 
の要請について、部隊運用を連携する。  
各消防本部の部隊は、消防本部の管轄ごとに業務を行う。 島田市消防本部 

中東遠地域５消防本部消防通信指令 
事務協議会 

510,006 

磐田市消防本部 

協議会 平成24年4月1日 

管理執行事務範囲としては、119番受信、指令機器による管轄署所の消防隊・救急隊へ
の指令等。 
119番通報入電時に聴取した初期情報を出動隊に伝達した後については、原則、 
指揮隊等各消防本部の対応となるが、部隊の増強指令等、指令システムを介する 
必要がある場合は、指令センターが対応する。  
各消防本部の部隊は、基本的に消防本部の管轄ごとに業務を行うが、急を要する場合
などは、相互応援協定にもとづき管轄外の業務を行うこともありうる。 

袋井市森町広域行政組合 

掛川市消防本部 

菊川市消防本部 

御前崎市消防本部 10



 消防指令業務の共同運用の実施状況 

都道府県 名称 
管轄人口 
（※１） 

消防本部名 運用方式 開始時期 運用状況 

愛知県 

東三河消防通信指令事務協議会 778,996 

豊橋市消防本部 

協議会 平成16年10月1日 
管理執行事務範囲は、災害通報の受信、出動指令、通信の統制、情報の収集及び 
伝達指令業務。他の部分での共同処理はない。 
部隊運用については、応援出動以外は、管轄を越えての出動、部隊運用はない。 

豊川市消防本部 

蒲郡市消防本部 

新城市消防本部 

田原市消防本部 

知多広域消防通信指令事務協議会 620,679 

常滑市消防本部 

協議会 平成24年4月1日 
管理執行事務範囲は、災害通報の受信、出動指令、通信の統制、情報の収集及び 
伝達指令業務。他の部分での共同処理はない。 
部隊運用については、応援出動以外は、管轄を越えての出動、部隊運用はない。 

東海市消防本部 

大府市消防本部 

知多市消防本部 

知多中部広域事務組合 

知多南部消防組合 

三重県 
四日市市、桑名市消防通信指令 
事務協議会 

559,560 

四日市市消防本部 

協議会 平成19年4月1日 

指令の共同運用については、着信から現着までの統制、関係機関への連絡等を管理、
執行。 
部隊運用については、それぞれの出動計画に基づき、基本的に消防本部の管轄ごとに
業務を実施。 桑名市消防本部 

兵庫県 

宝塚市、川西市及び猪名川町 
消防指令事務協議会 

422,184 

宝塚市消防本部 

協議会 平成19年10月1日 
関係市町の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達
の事務を管理、執行。 

川西市消防本部 

猪名川町消防本部 

尼崎市・伊丹市消防指令事務 
協議会 

659,135 
尼崎市消防局 

協議会 平成23年4月1日 
災害の発生についての通報の受信、出動指令、通信統制並びに災害に関する情報の 
収集及び伝達に係る事務を管理、執行。 

伊丹市消防局 

岡山県 
美作地区３消防本部消防通信指令 
事務協議会 

246,122 

津山圏域消防組合 

協議会 平成24年4月1日 

管理執行業務範囲は、119番通報の受付から出動指令、無線運用、管制と部隊運用、 
関係機関等連絡調整、事案管理業務などの全ての通信指令業務。 
部隊出動においては基本的にそれぞれの消防本部の管轄区域のみを対象としている。
しかし、119番着信時点から指令センターエリア内の災害発生状況を確認できているた
め、従来からの県下消防相互応援協定を適用しての応援体制確保は迅速に行える。 

真庭市消防本部 

美作市消防本部 

９県 １３地域（協議会方式１２、事務委託１）  ４３消防本部 ※１ 人口は平成２４年４月１日現在のもの（「平成２４年度版 消防現勢」より） 
※２ 実施状況は、平成２４年4月の各都道府県担当者へのヒアリングの結果による。 

11



都道府県 ブロック（広域化のもの） 管轄人口 本部数 消防本部 
運用方式 
（予定） 

開始 
予定時期 

検討体制 

青森県 上十三地域 198,147 4 十和田消防本部等 協議会 平成28年5月 消防指令業務共同運用推進検討会議 

茨城県 

県北ブロックの一部 

2,581,180  23 

常陸太田市消防本部等 

協議会 平成28年度 41市町村長で構成される協議会（H23.8.10設立） 

県央ブロックの一部 水戸市消防本部等 

鹿行ブロック 鹿行広域事務組合消防本部等 

県南ブロック つくば市消防本部等 

県西ブロック 
筑西広域市町村圏 
事務組合消防本部等 

埼玉県 第１ブロックの一部 270,509  2 上尾市消防本部等 協議会 平成25年4月1日 消防本部等 

千葉県 

Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ 3,175,206  20 千葉市消防局等 協議会 平成25年4月1日 

任意協議会 
（千葉県消防
指令業務共
同運用推進
協議会） 

北東部南部 
ブロック部会 

地方自治法に定める法定協議会 
（千葉市他１０市１町８一部事務組合消防指令事務協議会） 

Ⅱ・Ⅲ 3,061,362  11 
松戸市消防局等 

協議会 平成32年4月1日 
北西部 
ブロック部会 

地方自治法に定める法定協議会 
（松戸市他５市消防指令事務協議会） 
（松戸市消防局を含む６消防本部については、 
平成２５年４月１日から共同運用を開始する。） 

船橋市消防局等   

神奈川県 
三浦半島地区の一部 469,402  2 横須賀市消防局等 協議会 平成25年4月1日 法定協議会 

県央東部地区の一部 340,893  3 海老名市消防本部等 協議会 平成27年度 法定協議会 

富山県 
高岡医療圏の一部と 
砺波医療圏 

366,929 3 砺波地域消防組合消防本部等 協議会 平成26年1月 準備委員会（H24.5から） 

愛知県 
海部圏域 337,227 5 海部東部消防組合消防本部等 未定 平成25年度 勉強会 

尾張西部圏域 524,787 2 一宮市消防本部等 未定 平成27年度 勉強会 

大阪府 

北ブロックの一部 652,781 4 豊能町消防本部等 未定 平成28年4月1日 
検討会 
※箕面市・豊能町はH23.5から指令業務を共同で処理している。協定書、覚書を締結。 

北ブロックの一部 714,462  3  吹田市消防本部等 協議会 平成28年度中 検討会 

東ブロックの一部 730,921  2  枚方寝屋川消防組合消防本部等 事務委託 平成27年4月1日 検討会 

広島県 中東部地域ブロック 264,665  2 三原市消防局等 協議会 平成26年4月 任意の検討委員会 

山口県 対象外（下関市・美祢市） 309,602  2 下関市消防局等 協議会 平成25年10月 
①下関市・美祢市消防指令業務共同運用検討会 
②下関市・美祢市消防通信指令事務協議会 

香川県 県１ブロックの一部 170,792  3 丸亀市消防本部等 協議会 平成26年4月 消防本部 

福岡県 久留米市・大川市ほか６本部 923,545  8 久留米広域消防本部等 協議会 平成28年4月1日 共同運用研究委員会（筑後地域消防通信指令事務協議会） 

沖縄県 県１ブロックの一部 1,295,946  17 那覇市消防本部等 協議会 平成27年3月 
消救無線デジタル化の検討協議会（法定）（平成23年7月設置） 
※浦添市消防本部については、離脱を表明（平成２４年６月２７日、市議会で決定）。 
手続中であり、平成２５年３月協議会を退会する。 

１３府県 
２６ブロック 
（関係する広域化ブロック） 

 １１６ 消防本部が１８地域で検討中 

  

※１ 人口は平成２４年４月１日現在のもの。（「平成２４年度版 消防現勢」より） 

※２ 検討状況については、平成２４年１０月１日現在、消防庁が把握しているもの。 

消防指令業務の共同運用の検討状況（開始予定時期を定めている地域） 
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